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協会けんぽ徳島支部のお問い合わせ先
受付時間︓午前8時30分から午後5時15分まで

　（土日祝日・年末年始を除く）
０８８-６０２-０２５０（代表）

《音声案内に従って、番号をお選びください》

けんぽアプリもぜひご利用ください！
協会けんぽでは、すべての加入者様とつながるスマートフォンアプリ
ケーション「けんぽアプリ」をリリースしました。けんぽアプリから
電子申請を利用できるほか、健康に役立つ情報もお届けします。
今後便利な機能も追加予定ですので、この機会にけんぽアプリを
ぜひご利用ください︕

　健康保険に関する申請書は、種類によって提出先が異なります。必要な申請用紙は、ホームページからダウンロード・
印刷してご使用いただけます。また「電子申請サービス」も開始しております。「郵送すること」の手間／時間／費用を
かけずに、オンラインで申請手続きを完了させることが可能となりました︕ぜひ「電子申請サービス」をご利用ください。

けんぽアプリの説明に

ついてはこちらから
インストールはこちらから

各種申請書の提出は電子申請・郵送で！各種申請書の提出は電子申請・郵送で！

ｖ
〒770-8541
徳島市八百屋町2-11　ニッセイ徳島ビル7階

日本年金機構
高松広域事務センター

〒760-8524
香川県高松市番町2-16-3　フソウ番町ビル

●資格情報のお知らせ交付申請書
●資格確認書交付申請書
●健康保険高齢受給者証再交付申請書

●傷病手当金支給申請書
●療養費支給申請書
●高額療養費支給申請書
●限度額適用認定申請書
●限度額適用・標準負担額減額認定申請書
●特定疾病療養受療証交付申請書
●第三者行為による傷病届

●出産手当金支給申請書
●出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書

●特定健康診査受診券（セット券）申請書

●埋葬料（費）支給申請書

●任意継続被保険者資格取得申出書
●任意継続被保険者資格喪失申出書
●任意継続被保険者被扶養者（異動）届

●被保険者資格取得届

●被保険者住所変更届（※）
●被保険者氏名変更（訂正）届（※）

●健康保険被扶養者（異動）届
　　（国民年金第3号被保険者関係届）

●被保険者報酬月額算定基礎届
●被保険者報酬月額変更届
●被保険者賞与支払届

●産前産後休業取得者申出書/変更（終了）届
●育児休業等取得者申出書（新規・延長）/終了届
●産前産後休業終了時報酬月額変更届
●厚生年金保険養育期間
　標準報酬月額特例申出書
●育児休業等終了時報酬月額変更届

●被保険者資格喪失届
●健康保険被保険者証回収不能届
●資格確認書回収不能届

●適用事業所名称/所在地変更（訂正）届
●事業所関係変更（訂正）届
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協会けんぽ徳島だより
各 種 申 請 書 の 提 出 先 一 覧

マイナンバーと
基礎年金番号が
結びついている
被保険者は原則
届出不要です。



これからは、電子申請がおすすめです。

詳しくは
こちらから

医療を受けるならマイナ保険証

マイナ保険証をお持ちでない方も、「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで
通りの保険診療をうけることができます。「資格情報のお知らせ」だけでは受診いただけません。
機器のトラブルなどでマイナ保険証が使えない場合、「資格情報のお知らせ」とマイナンバー
カードを併せて提示することで受診できます。

マイナ保険証以外の受診方法 詳しくは
こちらから

マイナンバーカードを利用して
協会けんぽの資格情報を取得

ウェブサイトまたは
アプリからログインして
申請したい申請書を選択

過去のお薬の情報や健診結果を
ふまえた医療を受けられる

手続きなしで
高額な窓口負担が不要に

救急時、適切な応急処置や
病院の選定などに活用

確定申告の医療費控除申請が
カンタンになる

HPはコチラ

 

徳島支部
〒770-8541 徳島市八百屋町2丁目11 ニッセイ徳島ビル7F


